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前回検討委員会からの取組について
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前回検討委員会からの取組概要

取
組
状
況

① 小中高等学校における体系化完了。普及・啓発を推進。
② ６７の高等学校向けの教育プログラムを収集・公表。
特許庁の調査研究事業による小中高等学校向けの教員向けテキストの作成。

③ 地域主体の地域コンソーシアムの構築を検討。
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2019年6月

②教育プログラム（題材）
の収集・作成

③地域コンソーシアムの支援

①「知財創造教育」の体系化コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
会
合
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①「知財創造教育」の体系化

体系化された「知財創造教育」の普及・啓発に関する取組

➣ 日本教育新聞電子版で「知財創造教育」について連載 （全10回）

（https://www.kyoiku-press.com/post-198491/）

➣ 「知財創造教育」のパンフレットへの「実証授業の

事例紹介」チラシの追加、

都道府県教育委員会への配布

➣ 教員免許更新講習（eラーニング）への「知財創造教育」の導入

➣ 教育学部講座への「知財創造教育」の導入 （山口大学）

➣ 教科書発行者へ知財創造教育に関する説明会を開催（2019年6月）

https://www.kyoiku-press.com/post-198491/
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②教育プログラムの収集・作成

➣ 産学官の関係者から、６７の教材を収集・公表 （継続して収集中）
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高等学校向け教育プログラムの収集状況 （詳細は資料３を参照）

小中高等学校向けの教員向けテキストの作成 （詳細は資料４を参照）

➣ 小学校編（８教科 計13）、中学校編（６教科 計13）、高等学校編（11教科 計12）の

指導案・事例を収載
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今後の取組について
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2017/04 2018/04 2019/04 2020/04 2021/04 2022/04

今
後
の
取
組

① 体系化された小中高等学校の「知財創造教育」の考え方をさらに普及し、実践する。
② 小中高等学校の教育プログラムの継続的な収集。各地域の教員による研究会等を通

じた普及や教材の開発。秀逸な教材等を表彰する仕組みの構築。
③ 全国８地域の地域コンソーシアムのうち、先行４地域については来年度から「地域

に根差した地域主体のコンソーシアム」への移行を目指す。

2019年6月

②教育プログラム（題材）
の収集・作成

③地域コンソーシアムの支援

①「知財創造教育」の体系化コ
ン
ソ—

シ
ア
ム
会
合

今後の取組の概要

知財創造教育の
普及・実践
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目的

表彰のイメージ

〇年に１回、表彰を実施
〇小中高等学校向けの教育プログラムのうち秀逸なものを表彰（複数種の賞を設ける予定）

〇評価軸の例（①教員が使い易いかどうか、②児童・生徒に分かり易いかどうか、
③普段の授業に取り入れ易いかどうか、④効果を測りやすいかどうか、等）

〇各地域における取組のうち秀逸なものを表彰

秀逸な教材・取組等の表彰の仕組みの検討

〇多くの良い教材が作られ、良い取組が行われるようにする。（→インセンティブの向上）
〇評価対象の教材作成者に評価をフィードバックする。（→教材の改善を促進）

検討の対象

秀逸な教材の評価軸、評価手法、教材等の募集から表彰までのプロセス等
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③地域主体の地域コンソーシアムの構築に向けた調査

今年度調査の目的

昨年度の調査結果を踏まえ、全国をカバーする８地域（先行４地域
＋後発４地域）でパイロット的に立ち上げているコンソーシアムを
地域に根差した地域主体の取組とする方策等を検討

・北海道、中部、近畿、九州（一昨年度から立ち上げ）
・東北、関東、中国、四国（昨年度から立ち上げ）

今年度調査の内容

 各地域で７名以上の委員からなる「地域コンソーシアム」を構築・運用

■ 教育プログラム等に基づき、各地域内の学校等において児童・生徒向けに
実証を実施すると共に、知財創造教育の説明会と意見交換会を開催する。
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〇 教員が知財創造教育に主体的に取組むための環境整備に関する検討
〇 コーディネーターやインフルエンサーとなり得る人として、どのような人がいるか
〇 地域に根差した地域主体の地域コンソーシアムの、次年度以降における構築に向けた検討
〇 実証授業における授業内容に関する検討
〇 特定の才能に秀でた尖った人材に関する検討
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意見交換

論点

１．教材を評価するにあたり、何をもって秀逸な教材と評価するか。

２．コーディネーターやインフルエンサーとなり得る人として、どのような人がいるか。

３．各委員及びその所属団体は、どういう条件であれば、地域コンソーシアムへ参画・
支援しやすいか。地域コンソーシアムへ参画・支援する場合、障害となるものは何か。

４．その他
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